
【 星 川 取 水 施 設 】

用 水 位 置 図

一級河川星川と共用する見沼代用水には、八間堰、騎西領用水、中島用水を除いて５１箇
所の直接取水している施設がある。この各取水施設では古くより慣行水利権を保有し、取水
を行ってきた。近年になり年々激しくなっていく土地利用、水需要の変化に対応するため、
埼玉合口二期事業の実施(S53～H6)により見沼代用水路の改修が行われ、併せて各取水施設
についても全面改修が行われた。この星川取水施設５４箇所については、事業を契機に一括
して許可水利権となり現在に至る。
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菖蒲町菖蒲地先

【 熊 蔵 圦 】

用 水 施 設 写 真 ( そ の １ )
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騎西町上種足地先
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用 水 施 設 写 真 ( そ の ２ )
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